
   

 

 

 

 

特定医療費（指定難病）受給者証の更新手続き（受付開始は７月予定）に必要な「臨床調査個人票」の申込受付を下記日程

で承ります。「臨床調査個人票」は更新手続きの際に必ず必要となりますので、忘れずにお申込みいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「臨床調査個人票」の作成には約２週間かかります。受付当日にお渡しすることはできませんので、予めご了承願います。（郵送は可能です） 

※「臨床調査個人票」の文書料はお申込時、若しくは文書お渡しの際にお支払いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込時にご準備いただくもの 

現在お持ちの 

特定医療費(指定難病)受給者証 

介護保険被保険者証(介護認定受けている方のみ) 

ご不明な点などござい

ましたら、１階事務ま

でお問い合わせ下さい 


